江差町立養護老人ホームひのき荘
民営化（民設・民営）に係る移管先社会福祉法人募集要項


１　趣　　旨
養護老人ホームひのき荘の民営化にあたり、移管先の社会福祉法人（以下「移管法人」という。）を募集するものとする。

２　応募資格
⑴　江差町内に事業所を有する社会福祉法人又は医療法人で次の条件を満たすものとする。
①　⑴の社会福祉法人においては、現に社会福祉法上の社会福祉事業を営んでいる「社会福祉法人」であること。
②　⑴の医療法人においては、「系列の社会福祉法人」とし、現に社会福祉法上の社会福祉事業を営んでいること。

⑵　施設整備及び事業運営に必要な資力が十分にあり、長期的に安定的なサービスの提供を可能とし、事業継続が２０年以上できるものであること。

３　募　　集
⑴　募集及び選定のスケジュール
	年　月　日
	内　　　　　容

	平成28年
６月
	
１７日
	
募集要項の公示、江差町ホームページ掲載

	
	１７～２１日
	募集要項の配布

	
	２９日
	公募説明会の開催、募集に関する質疑等

	７月
	２０日
	関心表明書の受付期限

【提出書類】　　　関心表明書

	８月

９月
	１日
～
２８日
	養護老人ホームひのき荘移管法人選定申請書受付

【提出・添付書類】
宣誓書、法人の概要、法人の定款、履歴事項全部証明書、養護老人ホーム施設整備及び運営事業計画書１及び２、養護老人ホーム事業収支計画書、損益計算書及び貸借対照表（過去３カ年）、事業報告書及び決算報告書（過去３カ年）、予算書（直近）、その他必要な書類

	１０月
	５日
	選定委員会による応募法人の書類審査

	
	１９日
	応募法人によるプレゼンテーション

	
	２７日
	移管法人の内定、公表


※日程については、予定となっております。
⑵　申請諸様式
別紙のとおり

４　改築に係る要件等
⑴　改築施設の概要
■ 建物構造　　　鉄筋コンクリート造、２階建てを基本とする。
■ 定員数　　　７０人相当を基本とする。
■ 延床面積　　　３，０００㎡を基本とする。
■ １室当の面積　　１０．６５㎡以上とする。
■ 居室　　　全室個室とする。

⑵　建設場所の選定等
①　建設場所については、江差町内とし、次の条件を考慮するものとする。
ア　孤立した場所ではなく、地域住民とつながりがもてる環境であること。
イ　にぎわいや地域活性などをもたらす役割を重視し、街中近郊が望ましいこと。
ウ　災害危険区域（土砂災害危険個所、山地災害危険地区等）は避けることは勿論、各種開発規制区域等について十分考慮すること。
②　建設用地は、移管先事業者が確保するものとする。
③　建設場所の選定については、移管先事業者と町が協議し決定するものとする。

⑶　施設整備の時期
平成３２年中に施設の開設ができるように整備するものとする。

　⑷　既存施設の解体撤去
既存施設は、新たな施設を開設した後、速やかに移管法人が解体撤去するものとする。

５　施設整備費の支援策
民設・民営による改築は、町が直接改築する方式に比べ、町の負担は軽減される。従って、移管法人の負担を軽減するため、一定の支援策を講じるものとする。


⑴　建設工事費補助
①　原則「北海道老人福祉施設等整備事業費補助金交付要綱」に準拠し、補助するものとする。
	補助対象経費
	補助対象外

	・　施設整備に必要な工事費（又は工事請負費）
・　工事事務費（旅費、消耗品、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等
	・　土地の買収又は整地に要する経費
・　既存施設の買収に要する経費
・　職員の宿舎に要する経費
・　門、囲障、構内の雨水排水設備、構内道路等の外構整備に要する経費
・　その他施設整備費として適当と認められない経費


②　補助率等
補助対象経費に対する補助率は、北海道補助金と江差町補助金を合わせた額が３／４（７５％）以内となる額とする。

　⑵　設備備品等補助
①　道補助金交付要綱において補助対象外経費のうち、次の費用について補助するものとする。
・　備品費
　　　　・　その他町長が特に認める費用
②　補助率等
補助率は、対象費用の３／４（７５％）以内となる額とする。

⑶　現施設の備品等
移管時において、現施設が有している備品等で使用可能な物については、無償による貸与又は譲渡を考慮する。


６　運営に係る要件等
⑴　入所者に関すること
①　老人福祉法第２０条の４に規定されている養護老人ホームを設置運営すること。
②　移管時点おいて、養護老人ホームひのき荘に入所している者を継続して受入れること。
③　入所者が長期入院（３ヶ月以上）をし、退院後も入所を希望する場合は、移管法人、町、入所者家族等と協議し対処すること。
④　移管の際、入所者に混乱等が生じないように努めること。
⑤　身元引受人、地域関係者、ボランティアなどと連携し、開かれた施設運営に努めるものとすること。

⑵　職員に関すること
①　職員の配置については、国の配置基準に基づき適正に行うものとする。
②　職員の人材育成（研修等）を積極的に行うものとする。
③　入所者への影響を少なくするため、現施設の職員の再雇用に最大限配慮するものとする。

⑶　入所措置及び措置費に関すること
①　移管法人は、国の入所措置基準に基づき、各市町村からの入所委託を受諾するものとする。
②　施設運営費である措置費については、関係法令及び江差町老人保護措置費支弁要綱に基づくものとする。

⑷　その他に関すること
①　原則、特定施設入居者生活介護事業所の指定を受ける施設とする。
②　移管後の給食材料費等は、江差町内業者からの仕入れに最大限配慮するものとする。
③　苦情解決の仕組み（苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置）の整備を行うものとする。
④　江差町との協定事項に関して必要と認める場合は、書類の提出または説明を求め、状況に応じて実地調査をし、必要な指示をすることができるものとする。


７　移管法人の選定
⑴　審　　査
移管法人の選定は、公募型プロポーザル方式とし、選定委員会により提出書類及びプレゼンテーション、ヒアリング等により審査を行うものとする。

⑵　評価項目
審査に係る評価項目の概要は、次のとおりとする。
①　改築施設の整備方針
②　施設運営の基本理念・運営方針
③　施設の管理運営体制
④　入所者の処遇方針・目標
⑤　地域との連携、ボランティア団体等との協働の考え方、方針
⑥　法人の経営状況
⑦　その他必要に応じ選定委員会で決定

⑶　決　　定
選定委員会の審査結果に基づき、町長が移管法人を決定することとする。


８　移管する時期
移管する時期については、円滑な施設運営の移行のための措置として、平成３２年中の施設開設の概ね１年前を目途とする。
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